
厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会の設置について（案） 

 

 

１．設置目的 

○ 人の健康を損なう等のおそれのある有害な化学物質による環境汚染を防

止するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下｢化審

法｣という。）により、新規化学物質の製造・輸入に際しての事前審査、化

学物質の性状等に応じた製造・輸入等の規制等が行われてきている。 

 

○ 平成１５年の化審法改正（平成１６年４月施行）の際、同法附則第６条に

おいて、「施行後５年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるもの｣とされた。 

 

○ 本部会は、化学物質管理をとりまく国際的な環境の変化を踏まえ、保健衛

生上の観点から、化学物質の審査・規制に係る制度改正の必要性等につい

て検討を行うことを目的とする。 

 

２．検討課題 

 本部会においては、化学物質の審査・規制制度に関し、以下の事項等につい

て検討する。  

・ サプライチェーンを通じた化学物質管理の重要性と問題点 

・ 新規化学物質審査等のハザード評価方法のあり方 

・ リスク評価の必要性と効率的実施方法 

・ 国際的調和に配慮した化学物質管理 

 

３．構成 

 本部会は、法律家、公衆衛生、環境科学、医学、毒性学等の専門家、化学物

質管理に関する専門家等、幅広い分野の関係者を委員として参集する（おおむ

ね１５名程度の委員を予定。）。  

 

４．検討スケジュール  

 平成２０年度内を目途に、化学物質の審査・規制制度の具体的な見直しにつ

いて、本部会としての検討を終了する。 
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（参考） 

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（抄） 

（昭和四十八年法律第百十七号） 

 

附則（平成一五年五月二八日法律第四九号） 

（検討） 

第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の

施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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厚生科学審議会の構成について

［３０名以内］ 厚生労働省設置法（平成１１年７月１６日法律第９７号）により設置厚生科学審議会

厚生科学審議会令（平成１２年６月７日政令第２８３号）により設置感 染 症 分 科 会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項を感 染 症 部 会
処理すること。検疫法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律の規定により厚生科学審議会の権限に属させられ

た事項を処理すること。

結核の予防及び結核の患者に対する医療に関する重要事項を処理結 核 部 会
すること。

厚生科学審議会令（平成１２年６月７日政令第２８３号）により設置生活衛生適正化分科会

疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学科 学 技 術 部 会
技術に関する重要事項を調査審議すること。

保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、医 療 関 係 者 部 会
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校

又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調

査審議すること。

特定の疾患（難病、アレルギー等）の疾病対策及び臓器移植対策疾 病 対 策 部 会
に関する重要事項を調査審議すること。

地域保健の向上、国民の健康の増進、栄養の改善及び生活習慣病対策地域保健健康増進
に関する重要事項を調査審議すること。栄養部会

建築物衛生その他生活衛生に係る生活環境に関する重要事項及び生活環境水道部会
水道に関する重要事項を調査審議すること。

精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する重要事項を生殖補助医療部会
調査審議すること。

医薬品のリスク等の程度に応じて適切な情報提供等がなされる実効性の医薬品販売制度改正
ある制度を構築するため、医薬品販売のあり方全般の見直し検討部会
について調査審議すること。

原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるお健康危機管理部会
それがある緊急の事態への対処に関することとする。但し、他の分

科会・部会に所掌に属するものを除く。

【新設】
化学物質の審査及び製造等の規制に関し、化学物質管理をとりまく環境化学物質制度改正検

の変化を踏まえ、リスク評価の方法等について調査審議すること。討部会
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・製造・輸入予定／実績

数量等の届出

・必要に応じて、製造・輸入
予定数量等の変更命令

・技術上の指針公表・勧告
・表示義務・勧告 等

取扱い方法等からみて環境
汚染のおそれがない場合と
して政令で定める場合

化学物質の審査・規制制度の概要

既存化学物質

第三種監視化学物質

・製造・輸入実績数量等
の届出

・指導・助言 等

第一種監視化学物質

・製造・輸入実績数量等
の届出

・指導・助言 等

第二種監視化学物質

第二種特定化学物質第一種特定化学物質

・製造・輸入の許可制

（事実上禁止）

・特定の用途以外での使用

の禁止

・政令指定製品の輸入禁止

・回収等措置命令（物質・製品

の指定時、法令違反時）等

新 規 化 学 物 質
年間製造・輸入総量

１トン超

年間製造・輸入総量

１トン以下

事前の確認

報告徴収・立入検査

○製造・輸入事業者が自ら取り扱う化学物質に関し把握した有害性情報
の報告義務

製造・輸入可

・ 難分解性あり
・ 高蓄積性なし

・ 年間総量１０トン以下
で被害のおそれがない

・難分解性あり

・高蓄積性なし

・人への長期毒性
の疑いあり

有害性調査指示

（必要な場合）

・ 難分解性あり
・ 高蓄積性なし

・生活環境動植物への毒性あり
・ 被害のおそれが認められる
環境残留

有害性調査指示

（必要な場合）

（届出）

既存化学物質の
安全性点検

有害性調査指示

（必要な場合）

事前の確認

・製造・輸入実績数量等
の届出

・指導・助言 等

・難分解性あり

・高蓄積性なし

・動植物への毒性あり

（注）上記のいずれの要件に
も該当しない場合には
規制なし

・ 難分解性あり
・ 高蓄積性なし
・ 人への長期毒性あり
・ 被害のおそれが認められる

環境残留

分解性、蓄積性、人への長期毒性・
動植物への毒性に関する事前審査

・ 難分解性あり
・ 高蓄積性あり

・人への長期毒性
又は高次捕食動物
への毒性あり

・難分解性あり

・高蓄積性あり
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